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料事
業
再
生
に
対
す
る
裁
判
所
の
機
能
強
化
と
専
門
性
の
獲
得　

─
─
あ
る
べ
き
倒
産
処
理
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
し
て
─
─藤　

　

本　
　

利　
　

一

　

現
在
、
経
済
情
勢
の
悪
化
等
に
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
に
お
い
て
、
私
的
整
理
を
含
む
、
倒
産
法
制
の
改
革
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

進
ん
だ
倒
産
法
を
有
す
る
英
米
法
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
著
名
な
連
邦
倒
産
法
第
11
章
手
続
の
改
正
提
案
が
な
さ
れ
、

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
裁
判
所
の
関
与
す
る
事
業
再
生
手
法
と
し
て
ス
キ
ー
ム
ズ
・
オ
ブ
・
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
改
革
が
論
じ
ら
れ

て
お
り
、
と
り
わ
け
後
者
は
旧
植
民
地
国
へ
の
波
及
効
果
が
大
き
い
。
ア
ジ
ア
の
新
興
国
で
も
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
は
新
た
な
倒
産
法
を
制

定
す
る
作
業
の
な
か
に
あ
り
、
一
方
、
台
湾
で
は
長
い
時
間
を
か
け
て
検
討
し
た
本
格
的
な
倒
産
法
が
姿
を
現
し
た
。
倒
産
事
件
数
の

増
大
に
悩
む
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
そ
の
減
少
に
直
面
す
る
わ
が
国
の
よ
う
な
例
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
倒
産
事
件
処
理

に
関
す
る
裁
判
所
・
裁
判
官
の
機
能
の
高
度
化
と
専
門
性
の
確
立
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言
を
ま
た
な
い
。

　

か
か
る
問
題
意
識
を
一
つ
の
基
礎
と
し
て
、
二
〇
一
三
年
度
か
ら
二
〇
一
五
年
度
ま
で
、
筆
者
を
含
む
一
三
名
の
共
同
研
究
が
行
わ

れ
（
科
研
費
基
盤
Ｂ
「
倒
産
手
続
の
担
い
手
─
そ
の
変
遷
と
展
開
の
理
論
的
分
析
─
」
研
究
代
表
：
佐
藤
鉄
男
教
授
（
中
央
大
学
））、

そ
の
成
果
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
べ
く
、
二
〇
一
六
年
度
か
ら
は
、
筆
者
単
独
の
研
究
が
継
続
し
て
い
る
（
科
研
費
基
盤
Ｃ
「
ア
メ
リ
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カ
倒
産
法
に
お
け
る
裁
判
所
の
役
割
─
そ
の
史
的
変
遷
と
現
在
問
題
」
研
究
代
表
：
藤
本
利
一
）。
ま
た
、
本
稿
は
、
二
〇
一
六
年
度

で
終
了
す
る
海
外
調
査
研
究
（
科
研
費
基
盤
Ｂ
海
外
調
査
「
諸
外
国
倒
産
手
続
に
お
け
る
担
保
目
的
物
の
評
価
手
法
に
関
す
る
比
較
検

証
」）
と
も
連
携
す
る
も
の
で
あ
り
、
二
〇
一
七
年
二
月
に
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
よ
りJennifer Payne

教
授
を
招
聘
し
、

同
じ
く
中
之
島
セ
ン
タ
ー
に
て
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
事
業
再
生
手
法
の
改
革
の
動
向
お
よ
び
そ
の
場
合
の
担
保
の
処
遇
に
つ
い
て
講
演

を
し
て
い
た
だ
き
、
倒
産
実
務
家
を
も
交
え
て
論
議
し
た
。

　

以
下
に
掲
載
さ
れ
る
の
は
、
盧
泰
嶽
（
ノ　

テ
ア
ク
）
判
事
に
よ
り
、
韓
国
倒
産
法
制
お
よ
び
実
務
の
最
新
動
向
に
関
す
る
紹
介
で

あ
る
。
当
該
論
考
は
、
大
阪
大
学
中
之
島
セ
ン
タ
ー
に
て
、
平
成
二
九
年
一
月
五
日
に
実
施
さ
れ
た
、
盧
判
事
の
研
究
報
告
に
基
づ
く

も
の
で
あ
り
、
筆
者
を
含
め
た
研
究
会
参
加
者
の
意
見
を
踏
ま
え
、
加
筆
修
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
盧
判
事
は
、
研
究
会
当
時
、
ソ

ウ
ル
高
等
法
院
部
長
判
事
（
二
〇
一
四
年
二
月
か
ら
二
〇
一
七
年
二
月
）
で
あ
り
、
現
在
、
ソ
ウ
ル
北
部
地
方
法
院
長
（Chief 

Judge, Seoul N
orthern D

istrict Court
）
の
要
職
に
あ
る
。
本
論
考
と
の
関
係
で
は
、
盧
判
事
は
、
二
〇
一
〇
年
、
特
許
法
院
で

電
子
訴
訟
が
最
初
に
実
施
さ
れ
た
頃
か
ら
当
該
訴
訟
の
実
施
に
関
与
し
て
お
り
、
ソ
ウ
ル
高
等
法
院
在
職
時
に
も
電
子
訴
訟
に
つ
い
て

専
門
的
に
担
当
し
、
事
務
処
理
を
行
っ
て
い
た
。
ま
た
、
倒
産
法
院
の
設
置
に
関
し
て
は
、
ソ
ウ
ル
中
央
地
方
法
院
破
産
部
や
法
院
行

政
処
の
担
当
者
の
方
々
と
随
時
、
直
接
ま
た
は
間
接
に
意
見
交
流
し
た
経
験
が
あ
る
。

　

Ｉ
Ｍ
Ｆ
危
機
以
来
、
韓
国
は
倒
産
法
制
の
改
善
、
充
実
に
邁
進
し
て
き
た
の
で
あ
り
、U

N
CIT

RA
L

の
モ
デ
ル
ロ
ー
を
参
照
し
て

い
る
こ
と
は
言
う
に
及
ば
ず
、
国
際
的
潮
流
へ
の
鋭
敏
な
感
覚
が
そ
の
基
底
に
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
の
連
邦
準
備
制
度
に
お
け
る
金
利
の
動
向
へ
の
言
及
は
、
た
い
へ
ん
に
興
味
深
い
。
ま
た
、
近
年
、
韓
国
の
裁
判
所
は
、

い
わ
ゆ
る
「
倒
産
事
件
の
爆
発
」
と
も
い
え
る
現
象
を
経
験
し
た
訳
で
あ
る
が
、
そ
の
事
件
処
理
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
、
倒
産
専
門

の
裁
判
所
（
ソ
ウ
ル
専
門
法
院
）
を
設
置
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
韓
国
の
倒
産
法
制
は
、
そ
の
経
済
危
機
を
背
景
に
、
国
際
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的
潮
流
に
配
慮
し
た
先
端
的
な
仕
組
み
を
積
極
的
に
導
入
し
、
そ
の
定
着
を
試
み
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
経
緯
や
趣
旨
に
つ
い

て
、
立
法
資
料
等
を
駆
使
し
て
丹
念
に
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
る
の
が
盧
判
事
の
論
考
の
コ
ア
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
と
は
異
な
り
、
倒
産

事
件
の
爆
発
を
経
験
し
、
そ
の
処
理
に
裁
判
所
が
追
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
く
、
国
民
の
倒
産
事
件
処
理
に
対
す
る
感
覚
の
違
い

が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
、
文
化
的
な
背
景
の
違
い
を
痛
感
す
る
。

　

し
か
し
、
事
件
数
の
大
幅
な
増
加
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
、
倒
産
専
門
の
裁
判
所
を
設
置
し
た
こ
と
は
、
傾
聴
に
値
す
る
。
す
な
わ

ち
、
事
業
再
生
に
関
与
す
る
た
め
に
、
裁
判
所
・
裁
判
官
の
「
専
門
性
」、「
機
能
性
」
を
高
め
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と
し
て
論
じ
ら

れ
、
実
践
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
ソ
ウ
ル
中
央
地
方
法
院
を
中
心
と
し
たfast track

と
債
権
者
主
導
型
回
生
手
続
の
試
み
は
興
味
深

い
も
の
で
あ
る
し
、
中
小
企
業
庁
と
の
連
携
も
注
目
に
値
す
る
取
り
組
み
で
あ
る
。
一
方
で
、
倒
産
事
件
処
理
の
電
子
化
も
こ
う
し
た

背
景
を
持
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
経
験
は
、
今
後
、
そ
の
よ
う
な
電
子
化
が
予
想
さ
れ
る
わ
が
国
に
と
っ
て
も
、
注

目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

日
本
で
は
、
私
的
整
理
の
活
用
が
論
じ
ら
れ
、
倒
産
実
務
家
だ
け
で
な
く
、
行
政
機
関
の
積
極
的
な
関
与
が
行
わ
れ
る
今
日
で
あ
る

が
、
裁
判
所
の
専
門
性
や
機
能
性
を
高
め
る
議
論
は
、
そ
れ
ほ
ど
強
く
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
意
味
で
、
今
後
の
日
本
の
事
業
再

生
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
、
と
り
わ
け
、
司
法
の
関
与
、
盧
判
事
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
法
治
主
義
の
貫
徹
」
の
意
味
す
る
と
こ

ろ
を
真
摯
に
検
討
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
そ
の
意
味
で
、
貴
重
な
示
唆
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

な
お
、
本
稿
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
研
究
会
当
日
だ
け
で
な
く
、
翌
六
日
に
も
、
大
阪
大
学
の
私
の
研
究
室
に
お
い
て
、
盧
判
事
と

意
見
交
換
を
行
っ
た
。
研
究
会
を
含
め
、
平
成
二
八
年
度
に
大
阪
大
学
客
員
研
究
員
と
し
て
倒
産
法
を
研
究
さ
れ
た
曺
寅
（
チ
ョ
イ

ン
）
判
事
（
韓
国
）、
お
よ
び
、
大
阪
大
学
法
学
研
究
科
大
学
院
生
の
李
英
氏
に
通
訳
の
労
を
執
っ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
盧
判
事

と
の
議
論
に
お
い
て
、
先
述
し
た
倒
産
手
続
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
関
す
る
比
較
法
研
究
の
成
果
だ
け
で
な
く
、
筆
者
も
参
加
さ
せ
い
て
い

（
6
）

（
7
）

（
8
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た
だ
い
た
民
事
再
生
事
件
の
裁
判
所
記
録
に
関
す
る
実
証
研
究
の
成
果
が
大
い
に
役
に
立
っ
た
。
韓
国
は
、
先
進
的
な
法
制
度
を
有
す

る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
積
極
的
に
改
善
す
る
点
に
お
い
て
、
今
後
も
注
視
す
る
べ
き
重
要
な
国
の
一
つ
で
あ
る
。
本
稿
が
、
日
本
法

の
研
究
者
お
よ
び
実
務
家
に
と
っ
て
有
益
な
資
料
と
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

＊
本
稿
は
、
科
研
費
【24402007

】、【25285028

】、【16K
03402

】
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

A
m

erican Bankruptcy Institute

に
よ
る
か
か
る
倒
産
法
改
正
提
案
に
つ
い
て
、
か
つ
て
、M

ichel Gerber

教
授
（Brooklyn Law

 
School

）
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
。

筆
者
は
、
二
〇
一
七
年
二
月
一
五
日
に
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
のJennifer Payne

教
授
、
お
よ
び
慶
應
大
学
の
中
島
弘
雅
教
授
を

大
阪
大
学
中
之
島
セ
ン
タ
ー
に
招
聘
し
、「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
債
務
整
理
手
続
の
こ
れ
か
ら
」
と
題
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
実
施
し
た
。

筆
者
は
、
二
〇
一
七
年
三
月
八
日
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
倒
産
法
立
法
に
対
す
る
法
整
備
支
援
の
一
環
と
し
て
、
大
阪
の
国
際
法
務
総
合
研
究
所

に
て
、
当
該
立
法
に
関
与
す
る
裁
判
官
、
議
会
議
員
等
に
対
し
、「
日
本
倒
産
法
に
お
け
る
担
保
権
の
処
遇
」
と
い
う
題
目
の
講
義
を
実
施
し
た
。

台
湾
の
立
法
動
向
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
鉄
男
教
授
（
中
央
大
学
）
か
ら
、
改
正
条
文
の
翻
訳
（
仮
案
）
と
と
も
に
、
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。

筆
者
の
問
題
意
識
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
倒
産
法
の
世
界
の
こ
れ
か
ら
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
一
七
号
二
六
頁
（
二
〇
一
四
年
）
参
照
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
倒
産
裁
判
所
の
沿
革
を
探
査
し
た
も
の
と
し
て
、
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
の
倒
産
手
続
と
裁
判
所
─

未
完
の
裁
判
所
・
裁
判
官
に
映
る
あ
る
べ
き
司
法
像
の
変
遷
」
佐
藤
鉄
男
＝
中
西
正
編
著
『
倒
産
処
理
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
役
割
─
担
い
手
の
理
論
化

と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
へ
の
試
み
─
』
三
二
四
頁
（
民
事
法
研
究
会
、
二
〇
一
七
年
）
参
照
。

電
子
化
の
進
展
に
あ
た
り
、
情
報
が
漏
洩
し
た
場
合
の
社
会
の
考
え
方
や
反
応
が
重
要
な
問
題
と
な
る
。
ハ
ッ
キ
ン
グ
の
リ
ス
ク
は
絶
え
ず

存
在
し
、
取
扱
い
者
の
不
注
意
に
よ
る
漏
洩
も
想
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
完
璧
な
情
報
保
護
は
難
し
い
。
し
か
も
、
倒
産
事
件
に
お
い
て
そ

の
対
象
と
な
る
情
報
は
、
取
扱
い
上
、
細
や
か
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
個
人
情
報
や
企
業
情
報
で
あ
る
。
ま
た
倒
産
事
件
は
「
非
訟
事
件
」
に
分

類
さ
れ
、
か
か
る
区
分
を
有
し
な
い
ア
メ
リ
カ
と
は
異
な
る
（
こ
の
点
は
、
佐
藤
鉄
男
教
授
（
中
央
大
学
）
の
ご
示
唆
に
よ
る
）。
日
本
で
電
子

化
が
進
展
し
な
い
理
由
の
一
つ
は
こ
う
し
た
点
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
裁
判
所
が
リ
ス
ク
を
取
る
よ
う
な
環
境
に
は
い
ま
は
な
い
と
い
え
る
の

（
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で
は
な
い
か
。

今
後
、
情
報
が
漏
洩
す
る
可
能
性
を
最
小
化
す
る
努
力
と
と
も
に
、
漏
洩
す
る
こ
と
が
仮
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
な
お
電
子
シ
ス
テ
ム
の
利
用

を
推
進
す
る
志
を
捨
て
な
い
こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
、
交
通
戦
争
と
い
わ
れ
、
毎
年
一
万
人
を
超
え
る
人
名
が
失
わ
れ
て
い
た
と
き
も
、

わ
れ
わ
れ
は
自
動
車
の
利
用
を
や
め
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
前
提
と
し
て
、
個
人
情
報
保
護
等
に
対
す
る
法
規
制
や
そ
の
基
底
に
あ
る
法
思
想
等

の
知
見
も
知
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
の
Ｅ-

デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
適
用
に
対
す
る
Ｅ
Ｕ
の
反
発
の
根
は
そ
こ
に
あ
っ
た
。

佐
藤
鉄
男
＝
中
西
正
編
著
・
前
掲
註
（
6
）。

山
本
和
彦
＝
山
本
研
代
表
編
集
『
民
事
再
生
法
の
実
証
的
研
究
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
四
年
）。

（
8
）

（
9
）


